
地震に強いまちづくりを推進するため、倒壊等の危険性がある木造住宅を取壊し、建替え・住替える

方に対し、予算の範囲において除却費用の一部を補助する事業です。

◇補助対象者

・市税の滞納がない者。市外から転入の場合は、転入前の住所地における市区町村民税の滞納がない

者。

◇補助対象住宅 ･･･ 次の全てに該当する住宅

・次のアからウまでの全てに該当する住宅

ア 市内に所在する一戸建ての住宅であること。併用住宅の場合は、住宅部分の面積が延床面積の

1/2 以上であること。

イ 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された住宅であること。

ウ 壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な部分が木造の住宅であること。

・次のいずれかに該当するものであること

ア 耐震診断の結果、総合評点が 1.0 未満であると診断された住宅

イ 簡易耐震診断の結果、評点の合計が 7点以下、もしくは倒壊の危険性があると判断された住宅

・補助対象者又はその二親等以内の親族等が所有し、又は所有することが確実と見込まれる住宅であ

ること。

◇補助対象事業 ･･･ 次のいずれかに該当する事業

・ 補助対象者又はその二親等以内の親族等が所有する補助対象住宅であって、現に居住している住

宅を除却し、建替え又は耐震性のある住宅に住替えて 1年間以上継続して居住する事業

・ 補助対象者が所有し、又は所有することが確実と見込まれる補助対象住宅であって、過去に居住

していたものを除却し、建替えにより自らが居住する住宅を同一敷地内に建築する事業

◇工事施工者

・ 魚沼市内に本店もしくは営業所等を有する法人又は個人事業主

◇補助金の額 ･･･ 除却工事費の 1/3、上限 30 万円。ただし居住誘導区域内への建替え・住替えは上

限 50 万円。（千円未満は切捨て）

◇予定戸数 ･･･ 居住誘導区域内への建替え・住替え ４戸、 その他区域の建替え・住替え １０戸

◇受付期間 ･･･ 令和８年４月１日（水）から令和８年１０月３０日（金）

◇実績報告書提出期限 ･･･ 令和９年２月２６日（金）

※実績報告書の提出までに工事及び工事費の支払いが完了している必要があります。

窓口：産業経済部 都市整備課 建築住宅係 ℡７９３－７９９１

木造住宅除却支援事業



連絡先 □申請者 □施工業者

申請者

木造住宅除却支援事業申請者提出書類（チェックリスト）

【該当する場合】

≪注意事項≫

・申請にあたって必要な個人情報の閲覧・収集の承諾及び除却工事後の建替え又は住替えて 1年間以上

継続して居住することを誓約していただく必要があります。

・上記の承諾及び誓約に反した場合は、補助金の交付を取り消す場合があります。

・現在、居住者のいない住宅を除却する場合は、現地での建替えのみが対象となります。

・工事写真（工事前、工事中、完了）を忘れずに撮影してください。

・交付決定前に着工した除却工事は対象外です。

・受付期間に関わらず、予定戸数に達した時点で受付を締め切ります。

区分 必要書類 備考

（
必
須
提
出
書
類
）

共
通

□木造住宅除却支援事業補助金交付申請書（様式第１号）

□住民票の写し

・対象（除却する）住宅の所有者及び建築年が確認できる書類

□建築確認済証又は検査済証

□登記事項証明書

□固定資産税資産証明書

□その他（ ）

□耐震診断所の写し又は簡易耐震診断の耐震診断問診表・調査票

□位置図（付近見取図）

□見積書の写し

□現況写真

□魚沼市木造住宅除却支援事業補助金承諾書兼誓約書（様式第２号）

□その他市長が必要と認める書類

区分 必要書類

□住宅所有者が複数人いる

□住宅所有者と申請者が異なる

□住宅所有者と土地所有者が異なる

□その他

□同意書

□転入者 □市区町村民税の納税証明書（転入前の住所地のもの）

□二親等以内の親族等が所有する補助

対象住宅

□戸籍謄本（二親等以内の親族であることがわかるもの）


